
　わが国は，いわゆる「超高齢社会」に突入した 2007 年以降，高齢化

がさらに進み，2021 年には 65 歳以上の高齢者の占める比率が全人口の

29.1％に達しました。これは世界で第２位のイタリア（約 23％）を大き

く引き離して断トツの１位です。高齢者がこれだけ多いということは相続

の発生件数もますます増加することが予想されます。金融機関の顧客対応

としても，高齢者対応と相続対応が２本柱といってもよいくらいに大きな

ウェイトを占めるようになりました。

　本書は東日本大震災の混乱さめやらぬ 2011 年（平成 23 年）５月に発刊

しました。おかげさまで多くの金融機関役職員の方々にご利用いただき，

法令改正や情報更新のため改訂版（2014 年），三訂版（2017 年）と版を改

めてまいりました。10年以上にわたりご参照いただいていることはまこと

にありがたく著者としてうれしいかぎりです。

　ご存じの通り 2018 年（平成 30 年）には相続法（民法）が大改正され，

2020 年（令和２年）にかけて施行されています。各金融機関では改正法

に対応するため事務手続の変更を行いました。それらの事務もだいぶ安定

してきたため，同じく 2020 年に施行された改正債権法（民法）を踏まえ

てリニューアルしたのが本書四訂版です。「四訂版」は，①相続法改正後

の金融機関実務，②債権法改正にかかわる全体の見直し，③遺言制度改正

に関する手続，④研修講師時に受けたご質問事項などを重点的に反映し改

訂しました。

　ずいぶん昔ですが，私は新人のとき今はなき長銀という銀行の本店窓口

に配属になりました。本音をいいますと仕事のなかで一番いやだったのが

相続手続です。戸籍調査を含めてとにかく難しい。「まいったなあ」と思

いながら仕事をしましたが，みなさんにはそのような思いをできるだけ抱

かずに仕事をしていただきたいとの気持から本書を執筆しました。「まいっ

たなあ」などと思わずに，ご遺族に心のこもった対応をしていただきたい

と思います。

はじめに



　本書発刊以来，㈱経済法令研究会の皆様にたいへんお世話になりました。

三訂版および本書四訂版の発刊にあたっては同社西牟田隼人氏にご担当い

ただきました。ありがとうございました。

　本書が少しでもみなさんのお役にたてれば幸いです。

　2022 年２月 20 日
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お客さまについて相続が発生すると，金融機関はどのようにかかわ
るのでしょうか？　また，相続手続はどのように進んでいくのでしょうか？

金融機関はおもに相続預金の払戻し・名義書換でかかわります。その他，相

続発生前に相続方法などの相談を受けたり，相続財産調査のお手伝いをした

りすることもあります（各種残高証明）。さらに融資がある場合は，融資債務を誰

が引き継ぐのかなどの相談を行わなくてはなりません。

　相続が発生した場合における遺族側のスケジュールは，おおよそ以下のとおりと

なります。

A
nswer

１ 相続と金融機関のかかわり

【図 1　相続開始後のスケジュール】
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預金顧客について相続が発生したとき，金融機関が必ず確認しな
くてはならないことは何でしょうか？

①死亡の事実，②法定相続人，③遺言の有無，④遺産分割協議（書）の４

点は必ず確認するようにします。
A
nswer

死亡の事実確認

　死亡の事実確認は，戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）または一部事項証明書（戸

籍抄本）で行います。戸籍の全員が除籍されて誰もいない戸籍であれば，除籍全

部事項証明書（除籍謄本）により死亡を確認できることもあります。

　相続は，死亡によって開始しますから（民法 882条），まず，お客さまが死亡

した事実を確認しなくてはなりません。通常，金融機関は遺族からの連絡で死亡

の事実を知ることになります。死亡の事実を知ったときは，必ずお客さまの預金

等について払戻しを止めなくてはなりません。金融機関が死亡の事実を知ったに

もかかわらず，通常の手続で預金の払戻しを行うと，後日，正当な相続人に対し

て払戻しを二重に行わなくてはならないことがあり，最悪の場合，金融機関の損

害となってしまうことがあるからです。

法定相続人の確認

　民法により相続権が認められているのは法定相続人です。通常の相続において

は法定相続人が相続財産を承継することになります。法定相続人の取り分として

法定相続分が定められていますが（民法 900条），遺産分割協議により，法定相

続分と異なる割合の相続分を定めることもできます。遺産分割協議も法定相続人

３ 相続発生時の確認事項
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１　相続と金融機関取引（初動対応・原則対応）

全員で行われます。

　相続預金の払戻しは，原則として遺産分割協議書にもとづき行われます。遺産

分割協議前であっても法定相続人全員の合意があれば預金の払戻しに応じるこ

とができます。遺産分割協議自体が原則として法定相続人全員で行われるため，

法定相続人全員の合意があれば遺産分割協議前の預金払戻も可能です。遺産の一

部（預金）について事前に分割協議が行われたことになります（民法907条１項）。

　相続財産は法定相続人全員の共有となるため（民法 898条），可分債権は相続

開始と同時に法定相続分に応じて分割して承継されると解されていました（最

判昭和29・４・８）。預貯金債権も可分債権の一種として，従来はこの判例にも

とづいて，法定相続人全員の合意がなくても法定相続分の範囲内であれば払戻

しに応じる取扱いを行っている金融機関が多くありました。ところが，平成 28

年 12月に最高裁の考え方が変わり，預貯金債権については，相続によって当然

には分割されず遺産分割協議の対象となると判示されました（最大決平成 28・

12・19）。この最高裁決定により，従来行っていた「法定相続分の範囲内の払戻し」

ができなくなりました。相続預金の一部の払戻しであっても，法定相続人全員の

合意が必要です。

遺
い

言
ごん

（遺言書）の有無

　遺言があるときは，必ず遺言書を持参してもらう必要があります。法定相続よ

りも遺言が優先するからです。遺言書の有無は家族でも不明な場合があり，まし

てや第三者である金融機関がその存在の有無を調べるのは不可能です。そこで遺

言の有無については，金融機関は，払戻しの請求をした相続人に対して一応確か

めれば足り，それ以上特別の調査をする義務はないと解されています（東京高判

昭和43・５・28）。

　遺言があることが判明したら，自筆証書遺言の場合は必ず検認済の原本を提示

してもらい，その内容や遺言執行者の有無を確認します。公正証書遺言の場合は

正本または謄本を提示してもらいます。
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渉外係のＡさんは，午前の外訪中に自分の担当顧客Ｂさんの家で
その日の夜にお通夜が営まれることを知りました。長年，病気を患っ

ていたおじいさんのＣさんがお亡くなりになったのだと思い，営業活動終
了後お通夜に参列することにしました。夜，お通夜に参列してみると，
お亡くなりになったのはＣさんではなく，いつも親しく取引をしてくれてい
たご主人のＢさんであり，昨晩急に病気でお亡くなりになったことが判明し
ました。Ｂさんは当行に多額の預金があります。Ｂさんの預金は本日付で
相当の額がおろされています。Ａさんの対応に問題はなかったでしょうか？

Ｂさんの預金を無権利者に払い戻してしまったかもしれません。亡くなったのは

おじいさんのＣさんと早とちりしてしまったことは，不注意で過失ありとされるお

それがあります。渉外担当が葬儀などを偶然見たという程度では，金融機関とし

て死亡の事実を認識したといえるかどうか微妙なところですが，ご遺族から連絡が

なくても預金者の死亡がわかることがあるので注意します。

A
nswer

いつ死亡の事実を知ったか

　預金者が死亡した事実を金融機関が知ったときは，直ちに預金取引を停止し，

通常の預金払戻しとは異なる相続手続に入らなくてはなりません。預金者死亡の

事実を知らなければ金融機関は民法 478条にもとづく善意・無過失の主張がで

きますが，金融機関が死亡の事実を認識した以上は，善意・無過失の主張ができ

なくなるからです。そこで金融機関がいつ死亡の事実を知ったのかがたいへん重

要になります。金融機関が預金者死亡の事実をどのように認識するか，以下にい

くつかのケースに分けて考えてみます。

５ 預金者死亡をいつ知ったか
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南北信用金庫甲支店に来店したＡさんから，「母親のＢが死亡しま
したが，母がおたくに預金をしていたかどうか調べてください」との

依頼を受けました。どのように対応するべきでしょうか？

Ｂさんが信用金庫と取引していたことを証明する書類（通帳・証書・預金 

残高通知書など）を持参していただければ預金の有無は回答します。それ 

らの証
しょうひょう

憑（証拠）書類がない場合は，慎重な対応が必要となります。住所・電

話番号などのチェックによりＢさんが信用金庫の取引先であることが判明しても，

申出名義人口座と同姓同名の別人でないかどうかを慎重に確認します。Ｂさんが

特定でき，Ｂ名義預金が存在することが確認できたときは，かりに通帳などの証拠

書類がなくてもＢ名義の預金は払戻しを停止しておくべきです。

A
nswer

預金口座の有無・残高照会

　預金の有無を尋ねられた場合，残高を知らせなければ，預金口座の有無程度は

安易に回答しても問題ないでしょうか？　「Ａさんが南北信用金庫に預金をして

いる」という程度の情報であっても，個人情報に該当します。したがって安易な

回答は慎まなくてはなりません。

　相続預金に関する情報は，遺族の個人情報に該当することに留意します。個人

情報保護法上，個人情報とは，「生存する個人に関する情報であって……当該情

報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等……により特定の個人を識別するこ

とができるもの」とされています（個人情報保護法２条１項１号）。被相続人は

亡くなっており生存していないので，個人情報には該当しないのではないかと思

われるかもしれませんが，死者に関する情報が，同時に，遺族等の生存する個人

に関する情報にあたる場合には，当該生存する個人に関する情報となることに注

６ 相続預金の有無の照会
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甲信用金庫の預金者Ａさんがお亡くなりになりました。死亡時の預
金は，定期預金 1,200 万円・普通預金 600 万円でした。相続人

は夫人Ｂ（配偶者）と子供２人（Ｃ・Ｄ）であることが戸籍調査等で
確定しています。夫人が来店し，子供Ｃが海外に在住等の理由で遺
産分割協議が進まず，墓地手配等の理由から早めに預金をおろしたい
そうです。①夫人 Bの実印だけで払い戻せるか，②払い戻せるとした
らいくらまでか，③定期預金はそのままにしておけるか（普通預金だけ
から払い戻せるか）と質問を受けました。

この場合，①夫人 B単独で相続預金の一部払戻しが可能です。また，②夫

人 Bが単独で払い戻すことができるのは150 万円となります。なお，③定期

預金から100 万円，普通預金から50 万円それぞれ払い戻せます。定期預金を

そのままにして普通預金だけから全額 150 万円を払い戻すことはできません。

A
nswer

10 遺産分割前の相続預金一部払戻し

甲信用金庫
単独で
払戻請求定期預金1200万円

普通預金  600万円

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

死亡
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預金者Ａさんは，総合口座に定期預金を300 万円ほど残してお亡
くなりになりました。同総合口座では当座貸越がまだ100 万円ほ

ど残っています。どのように処理するべきでしょうか？

預金の払戻停止措置および貸越停止措置をとった後，貸越金は定期預金と

の差引計算により回収します。相続人が別途貸越の返済をしていただけるの

であれば差引計算をしなくてもよいため，差引計算による回収を行ってよいか否か

は有力な相続人（配偶者等）に確認したほうがよいと思われます。

A
nswer

３ 総合口座取引

預金債権のほかに、借入債務も

分割して承継してもらいます。

100万円は差引計算してもよ

ろしいですか？
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東西銀行の投資信託の投資家Ａさんがお亡くなりになりました。相
続人は奥様のＢさんとお子さんが２人（Ｃ，Ｄ）いらっしゃいます。

長女のＣさんが来店して，Ａさんの投資信託のうち，自分の法定相続分
にあたる４分の１について解約代金を請求されました。このような要請
について応じることはできるでしょうか？

投資信託については，法定相続分だけの解約代金請求に応じることができま

せん。投資信託は預金と同様に相続開始後ただちに分割されるとはいえない

と解されています。投資信託は一部解約であっても必ず法定相続人全員の合意

が必要です。

A
nswer

投資信託の法的性質

　ほとんどの投資信託はいつでも解約することができます。ですからリスク商品

ではありますが，定期預金に近い感覚で投資をされているお客さまも多いと思い

ます。お客さまは投資信託を購入した場合，直接ではありませんが，投資信託受

益権を保有します。解約する場合はこの受益権の解約代金あるいは買戻代金を受

け取ることになります。投資信託の解約代金請求権も，預貯金と同様に，相続

開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないと解されています（最

判平成26・２・25）。

　投資信託の受益権は，口数を単位とするものであって，その内容としては，以

下のものが含まれます（投資信託及び投資法人に関する法律６条３項・15条２

項参照）。

①金銭的支払請求権～償還金請求権・収益分配請求権

② 監督的機能を有する権利～信託財産に関する帳簿書類閲覧または謄写の請求

７ 投資信託・株式・
個人向け国債
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預金者甲野義太郎さんがお亡くなりになったと連絡がありました。
さっそく戸籍の全部事項証明書を取り寄せてチェックしたら，甲野

義太郎さんは乙川英助さんという方を養子に迎え入れているようです。
当行の相続預金払戻手続において，乙川英助さんの実印をいただく必
要があるでしょうか？

乙川英助さんの実印も必要となります。養子も実子と全く同じように相続権を

有しています。
A
nswer

養子とは

　養子とは，養子縁組によって法律上の養親となった者の子のことです（民法

792条）。実子（自然の血縁関係から生まれた子）に対して養子と呼ばれます。

養子は嫡出子であり（民法 809条），実子（嫡出子）と全く同じ相続分で相続権

を持ちます。戸籍法の定めに従い届出をすることによって養子縁組は成立しま

す。役所に届け出ることによって成立するので，その点は婚姻に似ています。

　ただし，養子縁組が成立するためには次のような条件が法定されています。

　①養親は成年者であること（民法792条）

　②年長者や尊属を養子とすることができない（民法793条）

　③夫婦共同で養親となることが原則（とくに未成年者）（民法795条・796条）

　④ 15歳未満の者を養子にするときは，法定代理人が代わって承諾すること（民

法797条）

　⑤未成年者を養子とするには原則として家庭裁判所の許可が必要（民法798条）

　⑥後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許可が必要（民法794条）

３ 養子 その１（養子・特別養子と相続）
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３　法定相続人

【図３　戸籍例】

戸籍に記録されている者
【名】義太郎

【生年月日】昭和 40年 6月 21日　【配偶者区分】夫
【父】甲野幸雄
【母】甲野松子
【続柄】長男

身分事項
　出生 【出生日】昭和 40年 6月 21日

【出生地】東京都千代田区
【届出日】昭和 40年 6月 25日
【届出人】父

　婚姻 【婚姻日】平成 4年 1月 10日
【配偶者氏名】乙野梅子
【従前戸籍】東京都千代田区平河町一丁目４番地　甲
野幸雄

　養子縁組 【縁組日】令和３年 1月 17日
【共同縁組者】妻
【養子氏名】乙川英助
【送付を受けた日】令和３年 1月 20日
【受理者】大阪市北区長

戸籍に記録されている者
【名】英助

【生年月日】平成 24年 5月 1日
【父】乙川孝助
【母】乙川冬子
【続柄】二男
【養父】甲野義太郎
【養母】甲野梅子
【続柄】養子

身分事項
　出生 【出生日】平成 24年 5月 1日

【出生地】東京都千代田区
【届出日】平成 24年 5月 6日
【届出人】父

　養子縁組 【縁組日】令和３年 1月 17日
【養父氏名】甲野義太郎
【養母氏名】甲野梅子
【代諾者】親権者父母
【送付を受けた日】令和３年 1月 20日
【受理者】大阪市北区長
【従前本籍】京都市上京区小山初音町 20番地　乙川
孝助
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東西銀行の預金者Ａさんがお亡くなりになりました。Ａさんの奥様
のＢさんの話によると，Ａさんは昔，養子縁組をしていて，親が４人

いたということです（実父・実母・養父・養母）。このうち養母Ｃさん
だけがご存命とのことです。なお，実父・実母・養父は死亡していますが，
実母の母（祖母）Ｄさんもご存命とのことです。戸籍でも確認がとれま
した。Ａさんの相続預金を払い戻すために誰の実印をもらえばよいでしょ
うか？

奥様のＢさんと養母Ｃさんの実印が必要となります。祖母Ｄさんには相続権が

ありません。
A
nswer

10 直系尊属 その２（養親の相続権・代襲の有無）

死亡

東西銀行

養父 実父 実母

Ｄ×

ＢＡ

Ｃ

養母 祖母

預金

すでに死亡 すでに死亡 すでに
死亡
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３　法定相続人

養親が相続人となれるか？

　子がいない場合に相続人となる直系尊属について，実方（実親方）と養方（養

親方）とで差はありません。子が死亡した場合，実親も養親も等しく相続人とな

ることができます。養子縁組とは，養子と養親・養親の血族との間に法定血族関

係を生じさせる制度です（民法 727条）。なお，養子縁組により，養子と実親お

よびその親族との血族関係は何の影響も受けません。養子は実父・実母・養父・

養母の４人の親を相続しますが，逆に（子のいない）養子が死亡した場合は，直

系尊属として，実父・実母・養父・養母の４人が最先順位の相続人となります。

それぞれの相続分は等しく，生き残っている者が頭割りで相続することとなりま

す。事例でＡさんの養母Ｃさんだけが生存していた場合，夫人Ｂとともに相続権

があるのは養母のＣさんということになります。

直系尊属の（逆）代襲

　直系尊属には代襲相続（逆の代襲）が認められていません。事例のＤさんは実

母を代襲することができません。直系尊属が相続人となる場合，親等の近い者が

優先します。被相続人の両親が第１順位の相続人で，祖父母が第２順位の相続人

です。父は先に死亡して，母だけ生存している場合，父の母（祖母）が生存して

いても，父の相続するべき分をこの祖母が父に代わって相続することはできませ

ん。父の子，すなわち被相続人の兄弟姉妹が父を代襲して相続することもできま

せん。兄弟姉妹はあくまで直系尊属がいない場合の第３順位の相続人であり，父

または母を代襲相続することはできないことになっています。

ワンポイント・アドバイスワンポイント・アドバイス

・養親も実親と全く同じ地位で直系尊属として相続権を有しています。

・親が全員亡くなっていれば，祖父母に相続権がまわってきます。

・親が一人でも生きていれば，祖父母が先に亡くなった親を代襲することはできません。
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